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第１号様式 燃料等に係る原油換算エネルギー使用量に占める電気の使用割合が
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１  基本的な考え方 

第４計画期間では、指定地球温暖化対策事業所等（以下「事業所」という。）が報告す

る特定温室効果ガス排出量のうち、他人から供給された電気の使用に伴う二酸化炭素排

出量については、当該事業所が契約する一般電気事業者及び特定規模電気事業者の排出

係数（以下「実排出係数」という。）を用いて算定する。事業所の燃料等使用量に占める

電気の使用割合が低い事業所については、電気の実排出係数低減による特定温室効果ガ

ス排出量の削減余地が小さく、電気の使用割合が高い事業所と比べて不利となる可能性

がある。このため、燃料等に係る原油換算エネルギー使用量に占める電気の使用割合が

「20％未満」である事業所については、都民の健康と安全を確保する環境に関する条例施

行規則（平成 13年東京都条例第 39号。以下「規則」という。）第４条の 16第７項に基づ

き、温室効果ガス排出総量削減義務と排出量取引制度（以下「本制度」という。）の第４

計画期間に限り、削減義務率を減ずるもの（以下「緩和措置」という。）とする。 

 

規則（令和７年４月１日施行） 

 第４条の 16 

７ 前項の規定にかかわらず、次の表一の項及び三の項に掲げる事業所の種類に該当する

ものの第四期削減義務率は、同欄に掲げる事業所の種類に応じ、前項の表上欄に掲げる

事業所の種類に応じた当該中欄に掲げる割合、同表二の項に掲げる事業所の種類に該当

するものの第四期削減義務率は、前項の表上欄に掲げる事業所の種類に応じた当該中欄

又は下欄に掲げる割合から、次の表の下欄に掲げる割合を減じて得た割合とする。 

事業所の種類 割合 

一 第一期該当事業所のうち、主たる用途が病院その他の医療施設で構成されるも

の（三に掲げる事業所を除く。） 

百分の二 

二 知事が別に定める基準となる期間における他人から供給された電気に係る原油

換算エネルギー使用量の、当該期間における全ての燃料等に係る原油換算エネル

ギー使用量に占める割合が平均で二割未満である事業所（三に掲げる事業所を除

く。） 

百分の三 

三 一及び二のいずれにも該当する事業所 百分の五 
 

 

２  適用期間 

第４計画期間（令和７（2025）年度から令和 11（2029）年度まで） 

 

３  緩和措置の対象となる事業所の要件 

緩和措置の対象となる事業所の要件は、知事が別に定める基準となる期間において、

他人から供給された電気の年度の使用量に単位発熱量及び原油換算係数（0.0258（kL／

GJ））を乗じて算定される原油換算エネルギー使用量の期間平均割合が、事業所全体の
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原油換算エネルギー使用量の 20％未満であることとする。知事が別に定める基準となる

期間は、本ガイドラインの「５ 緩和措置の対象となる事業所であることを確認する期

間」を参照のこと。 

なお、事業所に課される削減義務率の程度については、緩和措置を受ける要件としな

い。第４計画期間中の削減義務率が 50％又は 48％の事業所に限らず、41％又は 39％、

31％又は 29％の事業所も緩和措置を受けることができる。 

 

４  緩和措置の程度 

  緩和措置の対象となる事業所に対して、本制度の削減義務率から減ずる程度は

「３％」とする。なお、医療施設に対する削減義務率の緩和措置と合わせて本ガイドラ

インの緩和措置を受ける場合（第４計画期間中の削減義務率が 50％又は 48％の事業所

に限る。）は、本制度の削減義務率から減ずる程度は「５％」となる。 

 

表１ 削減義務率から減ずる程度（削減義務率が 50％又は 48％の場合） 

 電気使用割

合 20%未満

の緩和措置 

適用前 

電気使用割合 20%未満の緩和措置 

適用後 

医療緩和措置の

適用無 

医療緩和措置の

適用有 

区分Ⅰ－１の事業所 50％ 47％ 45％ 

区分Ⅰ－２又は区分Ⅱの事業所 48％ 45％ 43％ 

 ※１ 緩和措置の対象となる事業所が優良特定地球温暖化対策事業所（経過措置によ
り、第４計画期間中の削減義務率を減少する事業所に限る。）に該当する場合
は、適用後の削減義務率に対して、優良特定地球温暖化対策事業所の緩和率（3/5
又は 4/5）を乗じて当該事業所の削減義務率を算定する。 

 

表２ 削減義務率から減ずる程度（削減義務率が 50％又は 48％以外の場合） 

 電気使用割合 20%未満

の緩和措置 

適用前 

電気使用割合 20%未満の

緩和措置 

適用後 

区分Ⅰ－１の事業所 41％（31％） 38％（28％） 

区分Ⅰ－２又は区分Ⅱの事業所 39％（29％） 36％（26％） 

 ※２ 緩和措置の対象となる事業所が優良特定地球温暖化対策事業所の経過措置を
受ける場合は、※１と同様の取扱いとする。 

 

５  緩和措置の対象となる事業所であることを確認する期間 

本制度において緩和措置の対象となる事業所であるか（事業所の燃料等に係る原油換

算エネルギー使用量に占める電気の使用割合が 20％未満であるか）の確認は、事業所が

提出する地球温暖化対策計画書又は基準排出量決定申請書に添付する特定温室効果ガス
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排出量算定報告書により確認する。本制度において緩和措置の対象となる事業所である

ことを確認する期間等については、次のとおりである。 

 

① 第４計画期間の前年度までに特定地球温暖化対策事業所に該当した事業所 

第４計画期間の前年度（令和６（2024）年度）までに特定地球温暖化対策事業所に該

当した事業所については、令和４（2022）年度から令和６（2024）年度の３か年度（た

だし、基準排出量を連続する３か年度分の年間排出量の平均値により算定し、排出量が

標準的でない年度と判断される年度が存在する場合にあっては、その年度を除く。）の

当該事業所の燃料等に係る原油換算エネルギー使用量に占める電気の使用割合の平均値

が 20％未満であること。 

 

② 第４計画期間中に新規に特定地球温暖化対策事業所に該当した事業所 

第４計画期間中に新規に特定地球温暖化対策事業所に該当した事業所については、基

準期間の３か年度（ただし、基準排出量を連続する３か年度分の年間排出量の平均値に

より算定し、排出量が標準的でないと知事が認める年度が存在する場合にあっては、そ

の年度を除く。中小企業等が所有する部分のエネルギー使用量の割合が１/２以上とな

った事業所が再び特定地球温暖化対策事業所に該当した場合は、再び該当した年度の３

か年度前から前年度までの３か年度とする。）の事業所の燃料等に係る原油換算エネル

ギー使用量に占める電気の使用割合の平均値が 20％未満であること。 

 

なお、①又は②に示す算定期間で本制度の緩和対象となる事業所の要件を満たさない場

合、第４計画期間中の各年度において、事業所の燃料等に係る原油換算エネルギー使用量

に占める電気の使用割合が 20％未満になったとしても、本ガイドラインの緩和措置を受け

ることはできない。 

 

６  具体的な提出方法等 

 (1) 提出書類 

次のア及びイを提出すること。なお、登録検証機関の検証は不要である。また、イ

の添付書類は既存の資料のコピー等の添付でも可とする。 

 

ア 燃料等に係る原油換算エネルギー使用量に占める電気の使用割合が 20％未満で

ある事業所に対する削減義務率の緩和措置に係る確認書（第１号様式。以下「確認

書」という。） 

 

イ 添付書類 

設備の電化が困難な理由及び設備更新計画等の概要を補足する次の資料を添付

すること。 
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 (ｱ) 設備の電化が困難であることがわかる資料（設備機器台帳、設備フロー図、設

備の利用状況が確認できる資料等） 

(ｲ) 設備更新計画等の内容がわかる資料（電化率の向上に向けた計画がある場合は

その内容を含む） 

 

(2) 提出時期 

① 第４計画期間の前年度までに特定地球温暖化対策事業所に該当した事業所（「５  

緩和措置の対象となる事業所であることを確認する期間」①に該当する事業所） 

令和７（2025）年度に、第３計画期間の最終年度（令和６（2024）年度）の排出量

実績を報告する地球温暖化対策計画書と合わせて確認書等を提出する。 

 

② 第４計画期間中に新規に特定地球温暖化対策事業所に該当した事業所（「５ 緩

和措置の対象となる事業所であることを確認する期間」②に該当する事業所） 

基準排出量決定申請書と合わせて確認書等を提出する。 

 

 (3) 東京都からの通知 

東京都は、提出された確認書により緩和措置の要件を満たすか確認し、当該事業所

へ確認結果（第４計画期間に適用する削減義務率から減ずる割合）を通知する。  

 

表３ 手続の流れ（例①：第４計画期間の前年度までに特定地球温暖化対策事業所に該当

した場合） 

年度等 

第３計画期間 第４計画期間 

令和６（2024）年度 令和７（2025）年度 
令和８（2026）年度～ 

令和 11（2029）年度 

事項 

 

 

 

  

以降、確認書の提出は不要 

※令和７（2025）年度に提出された確認書により緩和措置の適用が認められた場合は、令和７

（2025）年度の削減義務率から緩和される。 

 

表４ 手続の流れ（例②：第４計画期間２年目（令和８年度）に新規に特定地球温暖化対

策事業所に該当した場合 

年度等 

第４計画期間 

令和８（2026）年度 
令和９（2027）年度～ 

令和 11（2029）年度 

令和４～６年度の電化

率により緩和措置の対

象となる事業所に該当 

◎計画書に添付し、 

確認書を提出 
 

→〇都通知 
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事項 

 

 

 

 

以降、確認書の提出は不要 

 

７  確認書（第１号様式）の記載方法 

  確認書には、次の内容を記載する。 

 

 ・ 「指定番号」及び「事業所の名称」欄 

   指定番号及び事業所の名称は、地球温暖化対策計画書及び特定温室効果ガス排出量

算定報告書と同様に記載する。 

 

・ 「１ 緩和措置の要件確認」各欄 

特定温室効果ガス算定報告書から、要件確認の対象となる年度、当該年度の事業所

の年間原油換算エネルギー使用量及び電気使用量を転記する。また、基準排出量を連

続する３か年度分の年間排出量の平均値により算定し、排出量が標準的でないと知事

が認める年度が存在する場合は、その年度を選択する。 

年間原油換算エネルギー使用量に占める電気使用量（原油換算値）の割合が「20％

未満」であることを確認すること。 

 

・ 「２ 設備の電化が困難な理由及び設備更新計画等の概要」 

設備の電化が困難な理由及び今後の設備更新計画等の概要について記載する。設備

更新計画については、第４計画期間終了後の計画を含んでいても問題ない。 

 

・ 「３ 添付する書類」欄 

  設備の電化が困難な理由及び今後の設備更新計画等の概要を補足する添付書類の名

称等を記載する。 

  

基準排出量の算定年度の３か

年度の電化率により緩和措置

の対象となる事業所に該当 

◎９月末までに 

基準排出量決
定申請書に添

付し、確認書を

提出 
 

→〇都通知 



 

 6 

 

 

第１号様式(燃料等に係る原油換算エネルギー使用量に占める電気使用割合が20％未満である事業所に対する削減義務率の緩和措置に関するガイドライン)

（日本産業規格Ａ列４番）

原 油換 算エ ネル
ギ ー 使 用 量

）のとおり

）のとおり

）のとおり

△別紙（

△別紙（

△別紙（

２　設備の電化が困難な理由及び設備更新計画等の概要

３　添付する書類

設 備 の 電 化 が
困 難 な 理 由

設 備更 新計 画等
の 概 要

kL

要 件確 認の 年度 年度

燃料等に係る原油換算エネルギー使用量に占める電気使用の割合が
20％未満である事業所に対する削減義務率の緩和措置に係る確認書

指定番号 事業所の名称

年度 年度

1　緩和措置の要件確認

千kWh 千kWh

kL kL

kL kL

％原 油換 算エ ネル
ギー使用量に占め
る電気使用の割合 ％

排 出量 が標 準的
で な い 年 度

％ ％

千kWh

電 気 使 用 量

kL
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温室効果ガス排出総量削減義務と排出量取引制度の 

第四期削減義務率から減ずる割合について（通知） 

 

第  号  

年  月  日  

  

 

  殿 

 
 

                      東 京 都 知 事         

 

都民の健康と安全を確保する環境に関する条例施行規則第４条の 16 第７項に規定す

る第四期削減義務率から減ずる割合は、総量削減義務と排出量取引制度における 

燃料等に係る原油換算エネルギー使用量に占める電気使用割合が 20％未満である事業所 

医 療 施 設 

に対する削減義務率の緩和措置に関するガイドラインの規定により、次のとおりとな

りましたので通知します。 

 

事 業 所 の 名 称  

事業所の所在地  

指 定 番 号  

第 四期 削 減 義 務率 

から減ずる割合 
 

備 考  

 

 

（日本産業規格Ａ列４番） 


